
答 申 第 １ １ ５ 号
令 和 ３ 年 ７ 月 １ ９ 日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門 殿

徳島県個人情報保護審査会

会 長 松永 満佐子

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について（答申）

令和３年６月４日付けワ第１３８号で諮問のありましたこのことについて，下記のと

おり答申します。

記

オンライン結合による個人情報の提供制限の例外に関する事項（徳島県個人情報保護

条例第８条第２項第３号関係）について

諮問された事項については，公益上の必要性があり，かつ，オンライン結合の基準に

則し個人の権利利益が侵害されないよう必要な措置が講じられていることが認められま

す。

なお，オンライン結合による個人情報の提供を実施するに当たっては，個人情報の適

正な取扱いが徹底されるよう次の事項について要望します。

１ 管理責任者及びシステム利用者に対する十分な指導や研修を実施すること。

２ 運用管理規約に則した個人情報の適切な取扱いが徹底されること。

３ 患者情報の提供を受ける医療機関の機器等のセキュリティ環境の安全性について，

定期的に確認を行うこと。



オンライン結合による提供制限の例外に関する事項（条例第８条第２項第３号関係）

特定のものに対する提供

整理 システム等の名称 提供する個人情報 提供先 オンライン結合による提供

番号 の対象者の範囲 制限の例外を認める理由

１ Ｔ－ＣＡＲＥ 新型コロナウイル 新型コロナ ○保健所及び入院調整本部と入院受入

（徳島県ＣＯＶＩＤ ス感染症疑い患者 ウイルス感 医療機関が新型コロナウイルス感染

－１９情報共有シス 及び陽性患者 染症入院受 症疑い患者及び陽性患者の情報を正

テム） 入医療機関 確かつ迅速に共有し，円滑な入院調

（新型コロ 整を行うためにはオンラインの利用

ナウイルス が必要である。

感染症患者 ○提供する患者情報は，医療に必要な

入院医療機 範囲に限定されている。

関を含 ○提供先は，新型コロナウイルス感染

む。） 症入院受入医療機関に限定され，患

者情報の閲覧は，利用誓約書を提出

した利用者が行うこととされてお

り，システム利用者ごとにＩＤ，パ

スワードを設定し，データへのアク

セス権限を制限するなどの保護措置

が講じられることとなっている。

○運用管理規約を整備し，システム利

用者の目的外利用・提供を禁止する

措置が講じられている。

○本システムは，厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイ

ドライン第５版」を遵守し，医療デ

ータを扱う情報システムとして必要

なセキュリティが具備されている。
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